
改 正 後 改 正 前

±D6 ±D6

¤&Úå"� �³ vÞ�©�½Wa�=� u�EöD ¤&Úå"� �³ vÞ�©�½Wa�=� u�EöD

１ 優良住宅地等のための譲渡（措置法第31条の２第２項関係） １ 優良住宅地等のための譲渡（措置法第31条の２第２項関係）

添 付 す べ き 添 付 す べ き
譲 渡 の 区 分 発行者 根拠条項 備 考 譲 渡 の 区 分 発行者 根拠条項 備 考

証 明 書 類 証 明 書 類

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

µ ・・・・・・・ (j) ・・・・ ・・・ ・・・・ ※1 ・・・・・・ µ ・・・・・・・ (j) ・・・・ ・・・ ・・・・ ※1 ・・・・・・

(³) ・・・・ ・・・ � ・・・・・ (³) ・・・・ ・・・ � ・・・・・

� ・・・・・ � ・・・・・

	 ・・・・・ 	 ・・・・・

※2 「市街化区域 ※2 「市街化区域

等内」とは、都 等内」とは、都

市計画法第７条 市計画法第７条

第１項の市街化 第１項の市街化

区域又は区域区 区域又は市街化

分に関する都市 区域及び市街化

計画が定められ 調整区域に関す

ていない同法第 る都市計画が定

４条第２項に規 められていない

定する都市計画 同法第４条第２

区域（以下「非 項に規定する都

線引都市計画区 市計画区域（以

域」という。） 下「未線引都市

・・・・・・。 計画区域」とい

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

· 都市計画区域内 (j) ・・・・ ・・・ ・・・・ ※1 非線引都市計 · 都市計画区域内 (j) ・・・・ ・・・ ・・・・ ※1 未線引都市計

において都市計画 (³) 都市計画 ・・・ 画区域にあって において都市計画 (³) 都市計画 ・・・ 画区域にあって

法第29条第１項(同 法第35条第 は3,000ä以上£ 法第29条又は同法 法第35条第 は3,000ä以上£

法第４条第２項に ２項の通知 ・・・・・・・ 附則第４項の許可 ２項（同法 ・・・・・・

Þ１８Þ



規定する都市計画 の文書の写 ※2 ・・・・・・ （以下Å開発許可Æ 附則第５項 ※2 ・・・・・・

区域内において行 し ※3 「個人」につ という。）を受け において準

われる同条第12項 いて、都市計画 て1,000ä以上(※ 用する場合

に規定する開発行 法第44条又は第 １）の一団の宅地 を含む¤)の

為に係るものに限 45条に規定する の造成（※２）を 通知の文書

る¤)の許可（以下 開発許可に基づ 行う個人又は法人 の写し

「開発許可」とい (�) ・・・・ ・・・ く地位の承継(以 に対する土地等の (�) ・・・・ ・・・

う¤)を受けて1,000 (�) ・・・・ ・・・ 下この項におい 譲渡で、・・・・ (�) ・・・・ ・・・

ä以上（※１）の て「開発許可に ・・

一団の宅地の造成 基づく地位の承

（※２）を行う個 継」という¤)が

人(※３)又は法人 あった場合には

（※４) に対する 当該開発許可に

土地等の譲渡で、 基づく地位の承

・・・・・・ 継に係る非承継

人である個人又

は当該開発許可

に基づく地位の

承継をした個人

とし、当該造成

を行う個人の死

亡により当該造

成に関する事業

を承継した当該

個人の相続人若

しくは包括受遺

者が当該造成を

行う場合には当

該死亡した個人

又は当該相続人

若しくは包括受

遺者とする。

※4 「法人」につ

Þ１９Þ



改 正 後 改 正 前

いて、開発許可

に基づく地位の

承継があった場

合には当該開発

許可に基づく地

位の承継に係る

非承継人である

法人又は当該開

発許可に基づく

地位の承継をし

た法人とし、当

該造成を行う法

人の合併による

消滅により当該

造成に関する事

業を引き継いだ

当該合併に係る

法人税法第２条

第12号に規定す

る合併法人が当

該造成を行う場

合には当該合併

により消滅した

法人又は当該合

併法人とし、当

該造成を行う法

人の分割により

当該造成に関す

る事業を引き継

いだ当該分割に

係る同条第12号

の３に規定する

Þ２０Þ



分割承継法人が

当該造成を行う

場合には当該分

割をした法人又

は当該分割承継

法人とする。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

¸ ・・・・・・・ (j) ・・・・ ・・・ ・・・・ ※1 ・・・・・・ ¸ ・・・・・・・ (j) ・・・・ ・・・ ・・・・ ※1 ・・・・・・

(³) ・・・・ 国土交 ※2 ・・・・・・ (³) ・・・・ 国土交 ※2 ・・・・・・

通大臣 ※3 ・・・・・・ 通大臣 ※3 ・・・・・・

（当該

一団の

宅地の

造成に

関する

事業の

施行者

が都市

基盤整

備公団£

地域振

興整備

公団及

び日本

勤労者

住宅協

会以外

の者に

あって

は、地

方整備

局長）

Þ２１Þ



改 正 後 改 正 前

(�) ・・・・ ・・・ (�) ・・・・ ・・・

(�) 当該一団 ・・・ (�) 当該一団 ・・・

地の造成に 地の造成に

係る都市計 係る都市計

画法第30条 画法第30条

第１項に規 第１項（同

定する申請 法附則第５

書の写し(・ 項において

・・・・） 準用する場

合を含む¤)

に規定する

申請書の写

し（・・・

・・・・）

(¡) 都市計画 ・・・ (¡) 都市計画 ・・・

法第35条第 法第35条第

２項の通知 ２項（同法

の文書の写 附則第５項

し において準

用する場合

を含む¤)

の通知の文

書の写し

(�) ・・・・ ・・・ (�) ・・・・ ・・・

(�) 当該一団 ・・・ (�) 当該一団 ・・・

の造成に係 の造成に係

る都市計画 る都市計画

法第36条第 法第36条第

２項に規定 ２項（同法

する検査済 附則第５項

証の写し(※ において準

Þ２２Þ



３） 用する場合

を含む¤)に

規定する検

査済証の写

し(※３)

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

¹ ・・・・・・・ (j) 当該一団 ・・・ ・・・・ ※ ・・・・・・ ¹ ・・・・・・・ (j) 当該一団 ・・・ ・・・・ ※ ・・・・・・

(j) ・・・・・、 地の造成に (j) ・・・・・、 地の造成に

同条第１項ただ 係る都市計 同条第１項ただ 係る都市計

し書（同条第２ 画法第30条 し書（同条第２ 画法第30条

項の規定により 第１項に規 項の規定により 第１項（同

読み替えて適用 定する申請 読み替えて適用 法附則第５

する場合を含む¤) 書の写し(・ する場合を含む¤) 項において

の規定により都 ・・・・） 又は同令附則第 準用する場

道府県知事が・ ４条の２ただし 合を含む¤)

・・・・・ 書の規定により に規定する

都道府県知事が 申請書の写

・・・・・・・ し（・・・

・・ ・・・・）

(³) ・・・・・・ (³) 都市計画 ・・・ (³) ・・・・・・ (³) 都市計画 ・・・

法第35条第 法第35条第

２項の通知 ２項（同法

の文書の写 附則第５項

し において準

用する場合

を含む¤)

の通知の文

書の写し

(�) ・・・・ ・・・ (�) ・・・・ ・・・

º ・・・・・・・ (j) ・・・・ ・・・ ・・・・ ※1 ・・・・・・ º ・・・・・・・ (j) ・・・・ ・・・ ・・・・ ※1 ・・・・・・

(j) ・・・・・・ (³) ・・・・ ・・・ ※2 上記·の※4 (j) ・・・・・・ (³) ・・・・ ・・・ ※2 当該造成を行

Þ２３Þ



改 正 後 改 正 前

(³) ・・・・・・ (�) ・・・・ ・・・ と同様である。 (³) ・・・・・・ (�) ・・・・ ・・・ う法人の合併に

(�) ・・・・・・ (�) ・・・・ ・・・ (�) ・・・・・・ (�) ・・・・ ・・・ よる消滅により

当該造成に関す

る事業を引き継

いだ当該合併に

係る法人税法第

２条第11号に規

定する合併法人

が当該造成を行

う場合には、当

該「法人」は、

当該合併により

消滅した法人又

は当該合併法人

とされる。

※3 ・・・・・・ ※3 ・・・・・・

※4 ・・・・・・ ※4 ・・・・・・

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

» ・・・・・・・ (j) ・・・・ ・・・ ・・・・ ※1 ・・・・・・ ※1 ・・・・・・

(j) ・・・・・・ (³) ・・・・ ・・・ ※2 上記·の※4 ※2 当該建設を行

(³) ・・・・・・ (�) ・・・・ ・・・ と同様である。 う法人の合併に

(�) ・・・・・・ (�) ・・・・ ・・・ よる消滅により

(�) ・・・・・・ 当該建設に関す

る事業を引き継

いだ当該合併に

係る法人税法第

２条第11号に規

定する合併法人

が当該建設を行

う場合には、当

該「法人」は、

Þ２４Þ



当該合併により

消滅した法人又

は当該合併法人

とされる。

※3 ・・・・・・ ※3 ・・・・・・

※4 ・・・・・・ ※4 ・・・・・・

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

２ 確定優良住宅地等予定地のための譲渡（措置法第31条の２第３項関係） ２ 確定優良住宅地等予定地のための譲渡（措置法第31条の２第３項関係）

� 確定優良住宅地等予定地の対象となる譲渡 � 確定優良住宅地等予定地の対象となる譲渡

区 分 添付すべき証明書類 発行者 備 考 区 分 添付すべき証明書類 発行者 備 考

± ・・・・・ (j) ・・・・・・・・・・・ ※ ・・・・ ± ・・・・・ (j) ・・・・・・・・・・・ ※ ・・・・

Ａ ・・・・・・・・・・ ・・・・・ Ａ ・・・・・・・・・・ ・・・・・

Ｂ 国土利用計画法第27条 ・・・・・ Ｂ 国土利用計画法第27条 ・・・・・

の４第１項（同法第27条 の４第１項（第27条の７

の７第１項において準用 第１項において準用する

する場合を含む¤)・・・ 場合を含む¤)・・・・・

・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・

(³) ・・・・・・・・・・・ ・・・・・ (³) ・・・・・・・・・・・ ・・・・・

(�) ・・・・・・・・・・・ ・・・・・ (�) ・・・・・・・・・・・ ・・・・・

(�) ・・・・・・・・・・・ ・・・・・ (�) ・・・・・・・・・・・ ・・・・・

² ・・・・・ (j) ・・・・・・・・・・・ ※ ・・・・ ² ・・・・・ (j) ・・・・・・・・・・・ ※ ・・・・

Ａ ・・・・・・・・・・ ・・・・・ Ａ ・・・・・・・・・・ ・・・・・

Ｂ 国土利用計画法第27条 ・・・・・ Ｂ 国土利用計画法第27条 ・・・・・

の４第１項（同法第27条 の４第１項（第27条の７

の７第１項において準用 第１項において準用する

する場合を含む¤)・・・ 場合を含む¤)・・・・・

Þ２５Þ



改 正 後 改 正 前

・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・

(³) ・・・・・・・・・・・ ・・・・・ (³) ・・・・・・・・・・・ ・・・・・

(�) ・・・・・・・・・・・ ・・・・・ (�) ・・・・・・・・・・・ ・・・・・

(�) ・・・・・・・・・・・ ・・・・・ (�) ・・・・・・・・・・・ ・・・・・

³ ・・・・・ (j) ・・・・・・・・・・・ ³ ・・・・・ (j) ・・・・・・・・・・・

Ａ ・・・・・・・・・・ ・・・・・ Ａ ・・・・・・・・・・ ・・・・・

Ｂ 国土利用計画法第27条 ・・・・・ Ｂ 国土利用計画法第27条 ・・・・・

の４第１項（同法第27条 の４第１項（第27条の７

の７第１項において準用 第１項において準用する

する場合を含む¤)・・・ 場合を含む¤)・・・・・

・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・

(³) ・・・・・・・・・・・ ・・・・・ (³) ・・・・・・・・・・・ ・・・・・

(�) ・・・・・・・・・・・ ・・・・・ (�) ・・・・・・・・・・・ ・・・・・

(�) ・・・・・・・・・・・ ・・・・・ (�) ・・・・・・・・・・・ ・・・・・

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

� 特例期間の延長が認められる場合 � 特例期間の延長が認められる場合

特例期間の延長が 特例期間の延長が

区 分 特例期間の延長申請 延長承認の手続 区 分 特例期間の延長申請 延長承認の手続

認 め ら れ る 事 情 認 め ら れ る 事 情

・ ± ・・・ 当該事業に係る ・・・・・・・・・ ・・・・・・ ・ ± ・・・ 当該事業に係る ・・・・・・・・・ ・・・・・・

・ ・・・・ 都市計画法第32条 (j) ・・・・・ ・ ・・・・ 都市計画法第32条 (j) ・・・・・

・ 第１項に規定する Ａ ・・・・ ・ に規定する同意を Ａ ・・・・

・ 同意を得、同条第 Ｂ ・・・・ ・ 得、協議をするた Ｂ ・・・・

・ ２項に規定する協 Ｃ ・・・・ ・ めに要する期間が Ｃ ・・・・

・ 議をするために要 Ｄ ・・・・ ・ 通常２年を超える Ｄ ・・・・

・ する期間が通常２ (³) ・・・・・ ・ と見込まれること (³) ・・・・・

・ 年を超えると見込 Ａ 都市計画 ・ により、・・・・ Ａ 都市計画

Þ２６Þ



・ まれることにより£ 法第30条第 ・ ・・・ 法第30条第

・ ・・・・・・・・ １項に規定 ・ １項（同法

する申請書 附則第５項

に準じて作 において準

成した書類 用する場合

を含む¤)

に規定する

申請書に準

じて作成し

た書類

Ｂ ・・・・ Ｂ ・・・・

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

· ・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・・・ ・・・・・・ · ・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・・・ ・・・・・・

・・・・ 又は当該事業に係 (j) ・・・・・ ・・・・ 又は当該事業に係 (j) ・・・・・

る都市計画法第32 Ａ ・・・・ る都市計画法第32 Ａ ・・・・

条第１項に規定す Ｂ ・・・・ 条に規定する同意 Ｂ ・・・・

る同意を得、同条 Ｃ ・・・・ を得、協議をする Ｃ ・・・・

第２項に規定する Ｄ ・・・・ ために要する期間 Ｄ ・・・・

協議をするために (³) ・・・・・ が通常２年を超え (³) ・・・・・

要する期間が通常 Ａ ・・・・ ると見込まれるこ Ａ ・・・・

２年を超えると見 Ｂ 都市計画 とにより、・・・ Ｂ 都市計画

込まれることによ 法第30条第 ・・・ 法第30条第

り、・・・・・・ １項に規定 １項（同法

する申請書 附則第５項

に準じて作 において準

成した書類 用する場合

を含む。）

に規定する

申請書に準

じて作成し

た書類

Þ２７Þ



改 正 後 改 正 前

Ｃ ・・・・ Ｃ ・・・・

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

・ º ・・・ 当該事業に係る ・・・・・・・・・ ・・・・・・ ・ º ・・・ 当該事業に係る ・・・・・・・・・ ・・・・・・

・ ・・・・ 都市計画法第32条 (j) ・・・・・ ・ ・・・・ 都市計画法第32条 (j) ・・・・・

・ 第１項に規定する Ａ ・・・・ ・ に規定する同意を Ａ ・・・・

・ 同意を得、同条第 Ｂ ・・・・ ・ 得、協議をするた Ｂ ・・・・

・ ２項に規定する協 Ｃ ・・・・ ・ めに要する期間が Ｃ ・・・・

・ 議をするために要 Ｄ ・・・・ ・ 通常２年を超える Ｄ ・・・・

・ する期間が通常２ (³) ・・・・・ ・ と見込まれること (³) ・・・・・

・ 年を超えると見込 Ａ 都市計画 ・ により、・・・・ Ａ 都市計画

・ まれることにより£ 法第30条第 ・ ・・・ 法第30条第

・ ・・・・・・・・ １項に規定 ・ １項（同法

する申請書 附則第５項

に準じて作 において準

成した書類 用する場合

を含む。）

に規定する

申請書に準

じて作成し

た書類

Ｂ ・・・・ Ｂ ・・・・

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

±D7 ±D7

¾ÐWa� u�EöD ¾ÐWa� u�EöD

区 分 内 容 発行者 根拠条項 備 考 区 分 内 容 発行者 根拠条項 備 考

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

Þ２８Þ



～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

・ ・ ・・・ ・・・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ※ ・・・ ・ ・ ・・・ ・・・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ※ ・・・

・ ・ ・・ ・ ・ ・・

・ ・ ()・・ ・ ・ ()・・

・ ・ ()・・ ・ ・ ()・・

・ ・ ()社会 ・ ・ ()社会

・ ・ 福祉法 ・ ・ 福祉法

・ 人の設 ・ 人の設

置に係 置に係

る児童 る児童

福祉法 福祉法

第39条 第39条

に規定 に規定

する保 する保

育所で 育所で

乳児又 乳児又

は幼児 は幼児

を通じ を通じ

て20人 て60人

以上を 以上を

入所さ 入所さ

せるも せるも

の の

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

・ イ 土地等が これらに該当する ・・・ ・・・・ ※ ・・・ ・ 土地等が 当該資産の存する土 ・・・ ・・・・ ※ ・・・

・ から ま 資産及び資産の対価 ・・・ ・・・・ ・・・・ ・ から まで又 地が①から まで又 ・・・ ・・・・ ・・・・

・ で又は か 又は補償金である旨 ・・ ・・ ・・ ・ は から ま は から までに該 ・・ ・・ ・・

・ ら までに の証明(代行買収(※) ・ でに該当した 当するものである旨

・ 該当したこ の場合にあっては、 ・ ことに伴い、 当該資産が土地収用

・ とに伴い、 当該代行買収を行う ・ その土地の上 法等の規定に基づく

２９

51

636063

51

64

6060

63

51

64



改 正 後 改 正 前

・ その土地の 者の名称及び所在地 ・ にある資産に 収用をし、又は取壊

・ 上にある資 の記載があるもの） ・ つき土地収用 し若しくは除去をし

・ 産につき土 並びに当該対価又は ・ 法等の規定に なければならなくな

・ 地収用法等 補償金に関する明細 ・ 基づく収用を った場合に該当する

・ の規定に基 ・ し、又は取壊 旨及び収用等の対価

・ づく収用を ・ し若しくは除 又は補償金が措置法

・ し、又は取 ・ 去をしなけれ 令第22条第13項第２

・ りこわし若 ・ ばならなくな 号に掲げるものに該

・ しくは除去 ・ った場合にお 当する旨の証明（代

・ をしなけれ ・ いて、当該資 行買収(※)の場合に

・ ばならなく ・ 産について買 あっては、当該代行

・ なった場合 ・ 取り 取壊し 買収を行う者の名称

・ ロ から ・ 除去があった 及び所在地の記載が

・ までの規定 ・ とき あるもの）並びに当

・ 又は大深度 ・ 該対価又は補償金に

地下の公共 関する明細

的使用に関

する特別措

置法第11条

の規定に基

づき行う国

又は地方公

共団体の処

分に伴い、

その土地の

上にある資

産の取りこ

わし又は除

去をしなけ

ればならな

くなった場

合

３０

56 59



～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

±D8 ±D8

0�é"uýéüYU��©�½Wa� u�EöD 特定土地区画整理事業等に関する証明書の区分一覧表

区 分 内 容 発行者 根拠条項 備 考 区 分 内 容 発行者 根拠条項 備 考

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

´ ・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ※ ・・・ ´ ・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ※ ・・・

に買い取られる場 に買い取られる場

合（当該重要文化 合

財として指定され

た土地又は当該史

跡、名勝若しくは

天然記念物として

指定された土地が

独立行政法人国立

博物館又は独立行

政法人国立科学博

物館に買い取られ

る場合を含むもの

とし、措置法第33

条第１項第２号の

規定の適用がある

場合を除く¤)

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

Þ３１Þ



改 正 後 改 正 前

±D9 ±D9

0�Úå"�çYU��©�½Wa� u�EöD 0�Úå"�çYU��©�½Wa� u�EöD

区 分 内 容 発行者 根拠条項 備 考 区 分 内 容 発行者 根拠条項 備 考

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

³ ・・・・・・・ (j) ・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ※ 都市計 ³ ・・・・・・・ (j) ・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ※ 都市計

・・・・・・・・ (³) ・・・・・・・ ・・・ ・・・・ 画法第29 ・・・・・・・・ (³) ・・・・・・・ ・・・ ・・・・ 画法第29

条第１項 条又は同

((開発行 法附則第

為 の 許 ４項((開

可 ) ) の 発行為の

許可をい 許可))の

う。 許可をい

う。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

¼ ・・・・・・・ (j) ・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ※1 ・・・ ¼ ・・・・・・・ (j) ・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ※1 ・・・

・・・・・・・・ (³) ・・・・・・・ ・・・ ・・・・ �・・・ ・・・・・・・・ (³) ・・・・・・・ ・・・ ・・・・ �・・・

(j) ・・・・・・ �・・・ (j) ・・・・・・ �・・・

(³) ・・・・・・ 	・・・ (³) ・・・・・・ 	・・・

(�) ・・・・・・ ※2 ・・・ (�) ・・・・・・ ※2 ・・・

�・・・ �・・・

�・・・ �・・・

	・・・ 	・・・

環境事業 環境事業

団法（昭 団法第18

和40年法 条第１項

律第95号) 第４号に

第18条第 規定する

１項第５ 最終処分

Þ３２Þ



号に規定 場又は廃

する最終 棄物の処

処分場又 理場及び

は次に掲 清掃に関

げる施設 する法律

をいう(ロ 施行令第

又はハに ７条第１

掲げる施 号から第

設にあっ ３号まで£

ては、そ 第５号、

の施設の 第７号、

用に供さ 第８号、

れる土地 第12号又

の面積が は第13号

５ヘクタ の２に掲

ール以上 げる産業

であるも 廃棄物処

の に 限 理施設

る¤)¤

イ 環境

事業団

法施行

令（昭

和40年

政令第

328号)

第１条

第１号

に掲げ

る施設

ロ 環境

事業団

法施行

Þ３３Þ



改 正 後 改 正 前

令第１

条第２

号に掲

げる施

設で、

地方公

共団体

又は次

に掲げ

る法人

に譲渡

される

もの

(j)廃棄

物の処

理及び

清掃に

関する

法律第

15条の

５第１

項に規

定する

廃棄物

処理セ

ンター

(³)地方

公共団

体の出

資に係

る法人

のうち£

Þ３４Þ



その発

行済株

式の総

数又は

出資金

額の２

分の１

以上が

地方公

共団体

により

所有さ

れ又は

出資を

されて

いるも

の

(�)民法

第34条

の規定

により

設立さ

れた法

人のう

ち、そ

の拠出

をされ

た金額

の２分

の１以

上の金

額が地

方公共

Þ３５Þ



改 正 後 改 正 前

団体に

より拠

出をさ

れてい

るもの

ハ 環境

事業団

法施行

令第１

条第３

項に掲

げる施

設で、

地方公

共団体£

ロ(j)か

ら(�)ま

でに掲

げる法

人又は

事業協

同組合

若しく

は事業

協同小

組合に

譲渡さ

れるも

の

ニ 環境

事業団

法施行

Þ３６Þ



令第１

条第４

項に掲

げる施

設で、

地方公

共団体

又はロ

(j)から

(�)まで

に掲げ

る法人

に譲渡

される

もの


環境事

業団法第

18条第１

項第６号

に規定す

る施設(環

境事業団

が同号に

規定する

ポリ塩化

ビフェニ

ル廃棄物

の処理及

び当該施

設の改良£

維持その

他の管理

を行うも

Þ３７Þ



改 正 後 改 正 前

のに限る¤)

�・・・ 
・・・

・・・・ ・・・・

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

Ã ・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・ ※1 「特定 Ã ・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・ ※1 「特定

・・・・・・・・ (j) ・・・・・・・ ・・・ 石油備蓄 ・・・・・・・・ (j) ・・・・・・・ ・・・ 石油備蓄

(j) ・・・・・・ (³) ・・・・・・・ 会社」と (j) ・・・・・・ (³) ・・・・・・・ 会社」と

(³) ・・・・・・ Ａ ・・・・・・ ・・・ は、石油 (³) ・・・・・・ Ａ ・・・・・・ ・・・ は、石油

(�) ・・・・・・ Ｂ ・・・・・・ ・・・ 公団法第 (�) ・・・・・・ Ｂ ・・・・・・ ・・・ 公団法第

19条第１ 19条第１

項第11号 項第10号

・・・・ ・・・・

・・・・ ・・・・

・・・・ ・・・・

※2 ・・ ※2 ・・

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

� ・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・ ・・・・ � ・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・ ・・・・

又は地方拠点都市 又は地方拠点都市地 又は地 又は地方拠点都市 又は地方拠点都市地 又は地

地域の整備及び産 域整備等促進法第22 方拠点 地域の整備及び産 域の整備及び産業業 方拠点

業業務施設の再配 条第３項・・・・・ 都市地 業業務施設の再配 務施設の再配置の促 都市地

置の促進に関する 域整備 置の促進に関する 進に関する法律第22 域の整

法律（以下次項ま 等促進 法律第22条第３項 条第３項・・・・・ 備及び

でにおいて「地方 法第22 ・・・・・・・・ 産業業

拠点都市地域整備 条第２ 務施設

等促進法」という¤) 項の規 の再配

第22条第３項・・ 定によ 置の促

・・・・・・・・ り、・ 進に関

・・・ する法

律第22

Þ３８Þ



条第２

項の規

定によ

り、・

・・・

21の２ 中心市街地 当該土地等につき 土地 ・・・・ ※ 「特定 21の２ 中心市街地 当該土地等につき 特定 ・・・・

における市街地の 中心市街地整備改善 区画整 旅客施設£ における市街地の 中心市街地整備改善 土地区

整備改善及び商業 活性化法第７条第１ 理事業£ 一般交通 整備改善及び商業 活性化法第７条第１ 画整理

等の活性化の一体 項に規定する土地区 特定土 用施設又 等の活性化の一体 項に規定する土地区 事業又

的推進に関する法 画整理事業、高齢者 地区画 は公共用 的推進に関する法 画整理事業、大都市 は拠点

律（以下この項に 等移動円滑化法第13 整理事 施設の設 律第７条第１項に 地域住宅等供給促進 整備土

おいて「中心市街 条第１項に規定する 業又は 置をする 規定する土地区画 法による特定土地区 地区画

地整備改善活性化 土地区画整理事業、 拠点整 者Æとは£ 整理事業、大都市 画整理事業又は地方 整理事

法」という。）第 大都市地域住宅等供 備土地 国、地方 地域住宅等供給促 拠点都市地域の整備 業の施

７条第１項に規定 給促進法による特定 区画整 公共団体£ 進法による特定土 及び産業業務施設の 行者

する土地区画整理 土地区画整理事業又 理事業 高齢者等 地区画整理事業又 再配置の促進に関す

事業、高齢者、身 は地方拠点都市地域 の施行 移動円滑 は地方拠点都市地 る法律による拠点整

体障害者等の公共 整備等促進法による 者 化法第13 域の整備及び産業 備土地区画整理事業

交通機関を利用し 拠点整備土地区画整 条第１項 業務施設の再配置 に係る換地処分が行

た移動の円滑化の 理事業に係る換地処 に規定す の促進に関する法 われ、その換地処分

促進に関する法律 分が行われ、その換 る公共交 律による拠点整備 により当該土地等の

（以下この項にお 地処分により当該土 通事業者 土地区画整理事業 うち同項、大都市地

いて「高齢者等移 地等のうち、中心市 等（同法 が施行された場合 域住宅等供給促進法

動円滑化法」とい 街地整備改善活性化 第２条第 において、土地等 第21条第１項又は地

う。）第13条第１ 法第７条第１項、高 ３項第１ に係る換地処分に 方拠点都市地域の整

項に規定する土地 齢者等移動円滑化法 号から第 より当該土地等の 備及び産業業務施設

区画整理事業、大 第13条第１項、大都 ３号まで うち同項、大都市 の再配置の促進に関

都市地域住宅等供 市地域住宅等供給促 に掲げる 地域住宅等供給促 する法律第28条第１

給促進法による特 進法第21条第１項又 者に限る¤) 進法第21条第１項 項の保留地に対応す

定土地区画整理事 は地方拠点都市地域 及び国(国 ((公営住宅等の用 る部分の譲渡があっ

業又は地方拠点都 整備等促進法第28条 の全額出 地))又は地方拠点 た旨を証する書類

市地域整備等促進 第１項の保留地に対 資に係る 都市地域の整備及

Þ３９Þ



改 正 後 改 正 前

法による拠点整備 応する部分の譲渡が 法人を含 び産業業務施設の

土地区画整理事業 あった旨（当該土地 む¤)又は 再配置の促進に関

が施行された場合 等の譲渡が高齢者等 地方公共 する法律第28条第

において、土地等 移動円滑化法第13条 団体によ １項((公益的施設

に係る換地処分に 第１項の保留地に対 りその資 の用地))の保留地

より当該土地等の 応する部分の譲渡で 本金、基 に対応する部分の

うち中心市街地整 あ る 場 合 に あ っ て 本金その 譲渡があったとき

備改善活性化法第 は、その旨並びに当 他これら

７条第１項、高齢 該保留地の上に設置 に準ずる

者等移動円滑化法 される同項に規定す ものの２

第13条第１項、大 る特定旅客施設、一 分の１以

都市地域住宅等供 般交通用施設又は公 上が出資

給促進法第21条第 共用施設の設置をす されてい

１項若しくは地方 る者が措置法令第22 る法人を

拠点都市地域整備 条の８第29項に規定 いう。

等促進法第28条第 する者である旨及び

１項の保留地に対 当該保留地に対応す

応する部分の譲渡 る部分の譲渡をする

（高齢者等移動円 者が当該設置をする

滑化法第13条第１ 者でない旨）を証す

項の保留地に対応 る書類

する部分の譲渡に

あっては、当該保

留地の上に設置さ

れる同項に規定す

る特定旅客施設、

一般交通用施設又

は公共用施設の設

置をする者(※)で

ある場合に限るも

のとし、当該設置

をする者がするも

Þ４０Þ



のを除く。）があ

ったとき

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

±D: ±D:

�"Â¬ �üÒ��©�½Wa� u�EöD �"Â¬ �üÒ��©�½Wa� u�EöD

区 分 内 容 発行者 根拠条項 備 考 区 分 内 容 発行者 根拠条項 備 考

± ・・・・・・・ ・・・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ※ ・・・ ± ・・・・・・・ ・・・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ※ ・・・

措置法規 措置法規

則18条４ 則18条３

項１号 項１号

² ・・・・・・・ ・・・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ² ・・・・・・・ ・・・・・・・・・ ・・・ ・・・・

措置法規 措置法規

則18条４ 則18条３

項２号 項２号

³ ・・・・・・・ ・・・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ³ ・・・・・・・ ・・・・・・・・・ ・・・ ・・・・

措置法規 措置法規

則18条４ 則18条３

項３号 項３号

´ ・・・・・・・ (j) ・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ´ ・・・・・・・ (j) ・・・・・・・ ・・・ ・・・・

(³) ・・・・・・・ 措置法規 (³) ・・・・・・・ 措置法規

Ａ ・・・・・・ 則18条４ Ａ ・・・・・・ 則18条３

(Ａ) ・・・・・ ・・・ 項４号 (Ａ) ・・・・・ ・・・ 項４号

(Ｂ) ・・・・・ ・・・ (Ｂ) ・・・・・ ・・・

Ｂ ・・・・・・ Ｂ ・・・・・・

Þ４１Þ



改 正 後 改 正 前

(Ａ) ・・・・・ ・・・ (Ａ) ・・・・・ ・・・

(Ｂ) ・・・・・ ・・・ (Ｂ) ・・・・・ ・・・

µ ・・・・・・・ (j) ・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ※ ・・・ µ ・・・・・・・ (j) ・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ※ ・・・

(³) ・・・・・・・ 措置法規 (³) ・・・・・・・ 措置法規

Ａ ・・・・・・ ・・・ 則18条４ Ａ ・・・・・・ ・・・ 則18条３

Ｂ ・・・・・・ ・・・ 項５号 Ｂ ・・・・・・ ・・・ 項５号

¶ ・・・・・・・ (j) ・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ¶ ・・・・・・・ (j) ・・・・・・・ ・・・ ・・・・

(³) ・・・・・・・ ・・・ 措置法規 (³) ・・・・・・・ ・・・ 措置法規

Ａ ・・・・・・ 則18条４ Ａ ・・・・・・ 則18条３

Ｂ ・・・・・・ 項６号 Ｂ ・・・・・・ 項６号

· ・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ※ ・・・ · ・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ※ ・・・

措置法規 措置法規

則18条４ 則18条３

項７号 項７号

¸ ・・・・・・・ (j) ・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ※ ・・・ ¸ ・・・・・・・ (j) ・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ※ ・・・

(³) ・・・・・・・ ・・・ 措置法規 � ・・ (³) ・・・・・・・ ・・・ 措置法規 � ・・

則18条４ � ・・ 則18条３ � ・・

項８号 	 ・・ 項８号 	 ・・

¹ ・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ※ ・・・ ¹ ・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ※ ・・・

措置法規 措置法規

則18条４ 則18条３

項９号 項９号

º ・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ※1 ・・・ º ・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ※1 ・・・

措置法規 ※2 ・・・ 措置法規 ※2 ・・・

則18条４ 則18条３

項10号 項10号

Þ４２Þ



» ・・・・・・・ (j) ・・・・・・・ ・・・ ・・・・ » ・・・・・・・ (j) ・・・・・・・ ・・・ ・・・・

(³) ・・・・・・・ ・・・ 措置法規 (³) ・・・・・・・ ・・・ 措置法規

則18条４ 則18条３

項11号 項11号

¼ ・・・・・・・ (j) ・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ¼ ・・・・・・・ (j) ・・・・・・・ ・・・ ・・・・

(³) ・・・・・・・ ・・・ 措置法規 (³) ・・・・・・・ ・・・ 措置法規

則18条４ 則18条３

項12号 項12号

½ 林業経営基盤の 当該土地の譲渡が 都道府 措置法34 ※ 「林地 （新設）

強化等の促進のた 左の土地の譲渡に該 県知事 条の３ 保有及び

めの資金の融通等 当する旨及び当該土 ２項９号 森林施業

に関する暫定措置 地の譲渡につき当該 の合理化

法第10条の規定に あっせんを行ったも 措置法規 に資する

よる都道府県知事 のである旨並びに当 則18条４ 土地の譲

のあっせんにより£ 該土地を取得した者 項13号 渡Æとは£

同法第３条第１項 がその有する山林の 措置法第

の認定を受けた者 全部につき措置法第 34条の３

に山林に係る土地 30条の２第１項に規 第２項第

の譲渡（林地保有 定する森林施業計画 ９号のあ

及び森林施業の合 を作成し、同項に規 っせんに

理化に資するもの 定する認定を受けた 係る山林

(※)に限る¤)をし 旨又は受けることが が、森林

た場合 確実である旨を証す 法第10条

る書類 の５第１

項に規定

する市町

村森林整

備計画に

おいて定

められた

Þ４３Þ



改 正 後 改 正 前

同条第２

項第４号

に掲げる

間伐及び

保育の基

準に従っ

て間伐若

しくは保

育がなさ

れていな

い山林若

しくは伐

採後一定

期間造林

されてい

ない山林

又はこれ

らのおそ

れのある

山林であ

り£かつ£

地形その

他の自然

的条件及

び林道の

開設その

他の林業

生産基盤

の整備の

状況から

みて当該

あっせん

Þ４４Þ



により林

業経営基

盤の強化

等の促進

のための

資金の融

通等に関

する暫定

措置法第

10条に規

定する森

林につい

ての所有

権の移転

を受ける

者が現に

森林施業

を行って

いる山林

と一体と

して効率

的に当該

市町村森

林整備計

画に従っ

た森林施

業を行う

ことが可

能な山林

であって£

その山林

について

当該あっ

Þ４５Þ



改 正 後 改 正 前

せんによ

り行う森

林所有者

の移転が

同条に規

定する林

地保有又

は森林施

業の合理

化に寄与

すること

が確実で

あると見

込まれる

場合の当

該森林所

有権の移

転により

行われる

当該山林

に係る土

地の譲渡

をいう。

¾ ・・・・・・・ ・・・・・・・・・ ・・・ 措置法34 ½ ・・・・・・・ ・・・・・・・・・ ・・・ 措置法34

条の３ 条の３

２項10号 ２項９号

措置法規 措置法規

則18条４ 則18条３

項14号 項13号

¿ ・・・・・・・ ・・・・・・・・・ ・・・ 措置法34 ¾ ・・・・・・・ ・・・・・・・・・ ・・・ 措置法34

Þ４６Þ



条の３ 条の３

２項11号 ２項10号

措置法規 措置法規

則18条４ 則18条３

項15号 項14号

Þ４７Þ


